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【代理】 

 

【議長】 

 

 

 

【事務局】 

 

 

 

【議長】 

 

 

 

 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

顛末 

開会 午後２時３０分 

 

これより、令和２年第１０回鴻巣市農業委員会定例会を開会します。 

 

本日の定例会は農業委員１３名中、１２名出席ですので定例会は成立しており

ます。 

議案書の訂正はありますか。 

 

訂正が１か所あります。議案書１ページ「議案第３６号 農地法第３条の規定

に関する件」の番号２９の備考欄、元荒川上流土地改良区とありますが、足立

北部土地改良区の誤りですので訂正をお願いします。 

 

続きまして、議事録署名人の指名をします。番号７番 島田 豊 委員、番号

８番 加藤 豊 委員にお願いします。 

 

これより議案審議に入ります。 

議案第３６号 農地法第３条の規定に関する件について上程いたします。 

事務局より議案説明をお願いいたします。 

 

それでは、議案について説明します。 

議案第３６号 農地法第３条の規定に関する件 

所有権の移転 ３件 ３２筆 

 

番号２９ 

受人は、稲作を中心とした農業経営を行っております。申請地における小作人

は存在しません。また、受人が現在保有している農地はすべて耕作されており

ます。受人本人も含めた世帯員の農作業従事日数は２００日であり、農作業に

常時従事していると認められます。申請地の取得後における農地の経営面積は

４８８．９４アールであり、当管内の下限面積５０アールに達しています。自

宅から申請地までは約１５メートルであり、周辺農地へ及ぼす影響もなく、申

請地を効率的に利用できるものと認められます。以上、農地法第３条第２項各

号には該当しないため、許可要件をすべて満たしております。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説
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【渡邊秋夫

農業委員】 

 

 

 

【議長】 

 

 

【武井正夫

推進委員】 

 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明を担当の農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号２９について調査してまいりました。受人は、稲作を中心とした農業経営

を行っており、現在、渡人が所有する農地を譲り受ける計画とのことです。受

人が耕作する農地に耕作放棄地はなく、今後も引き続き効率的に利用すると思

われますので、問題はないと判断します。 

 

ありがとうございました。次に担当の推進委員の方から意見をお願いいたしま

す。 

 

番号２９について調査してまいりました。今回、受人が本申請地を譲り受ける

ことにより、農地等の利用の最適化として、農業者への農地利用の集積・集約

化が推進されますので、問題はないと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、次に番号３０について内容説明を事務局にお願いい

たします。 

 

番号３０ 

受人は、畑作を中心とした農業経営を行っております。経営規模を拡大したく

本申請地を譲り受けるための申請です。申請地における小作人は存在しません。

また、受人が現在保有している農地はすべて耕作されております。受人本人も

含めた世帯員の農作業従事日数は３３０日であり、農作業に常時従事している

と認められます。申請地の取得後における農地の経営面積は６１．２１アール

であり、当管内の下限面積５０アールに達しています。自宅から申請地までは

約１．５キロメートルであり、周辺農地へ及ぼす影響もなく、申請地を効率的

に利用できるものと認められます。以上、農地法第３条第２項各号には該当し

ないため、許可要件をすべて満たしております。 

本申請は、農地中間管理機構の特例事業として、農地中間管理機構である公益

社団法人埼玉県農林公社が離農農家や規模縮小農家から農地を買い入れ、規模

拡大を図る農業者に対して農地の売渡しを行うという農業経営基盤強化促進法
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【議長】 

 

 

【川邉  晃

農業委員】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【新井清作

推進委員】 

 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

第７条の規定に基づく事業です。県営ほ場整備事業である鴻巣・行田地区の土

地改良事業の区域内の農地です。現在、受人を含めた各耕作者への農地集積を

目的とする換地計画に基づく工事を実施中ですが、工事完了後は、換地後の農

地において水稲を作付する計画となっています。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を担当の農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号３０について調査してまいりました。受人は、畑作を中心とした農業経営

を行っております。今回の申請地において、水稲を作付し、経営規模拡大を図

るため、現在、渡人が所有する農地を譲り受ける計画とのことです。受人が耕

作する農地に耕作放棄地はなく、今後も引き続き効率的に利用すると思われま

すので、問題はないと判断します。 

 

ありがとうございました。次に担当の推進委員の方から意見をお願いいたしま

す。 

 

番号３０について調査してまいりました。今回、受人が本申請地を譲り受ける

ことにより、農地等の利用の最適化として、農業者への農地利用の集積・集約

化が推進されますので、問題はないと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、次に番号３１について内容説明を事務局にお願いい

たします。 

 

番号３１ 

受人は、稲作を中心とした農業経営を行っております。経営規模を拡大したく

本申請地を譲り受けるための申請です。申請地における小作人は存在しません。

また、受人が現在保有している農地はすべて耕作されております。受人本人も

含めた世帯員の農作業従事日数は５００日であり、農作業に常時従事している

と認められます。申請地の取得後における農地の経営面積は８３４．５８アー
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【議長】 

 

 

【酒巻貞夫 

農業委員】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【新井浩一

推進委員】 

 

 

【議長】 

 

 

【薊  勇 

 農業委員】 

 

【渡邉清彦 

農業委員】 

 （議長） 

【川邉 晃 

農業委員】 

 

【渡邉秋夫 

農業委員】 

ルであり、当管内の下限面積５０アールに達しています。自宅から申請地まで

は約１．５キロメートルであり、周辺農地へ及ぼす影響もなく、申請地を効率

的に利用できるものと認められます。以上、農地法第３条第２項各号には該当

しないため、許可要件をすべて満たしております。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を担当の農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号３１について調査してまいりました。受人は、稲作を中心とした農業経営

を行っております。今回の申請地において、水稲を作付し、経営規模拡大を図

るため、現在、渡人が所有する農地を譲り受ける計画とのことです。受人が耕

作する農地に耕作放棄地はなく、今後も引き続き効率的に利用すると思われま

すので、問題はないと判断します。 

 

ありがとうございました。次に担当の推進委員の方から意見をお願いいたしま

す。 

 

番号３１について調査してまいりました。今回、受人が本申請地を譲り受ける

ことにより、農地等の利用の最適化として、農業者への農地利用の集積・集約

化が推進されますので、問題はないと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

今は用排水路の藻刈りなどは地域の人達が協力して実施しているが、大規模農

家が農地を取得したりすると、協力してもらえないのではないか。 

 

共和区域の新井地域では多面的機能支払交付金を利用している。また、大規模

農家からは年間いくらとお金で負担をしてもらっている。 

 

屈巣区域でも藻刈りは交付金を利用し、全農家世帯にお知らせをして６～７割

程度の参加がある。大規模農家からは負担をもらっていない。 

 

最近は藻刈りに参加しない農家も増えてきており、農村社会の維持が難しくな

ってきており、何かしらの対策が必要である。 
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【大塚明夫 

推進委員】 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【加藤  豊

農業委員】 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

市街化区域ではトラクター等から道に落ちる泥等により苦情が寄せられてい

る。今は沿道の農家が後始末をしている状態なので同じく対策が必要である。 

 

ありがとうございます。では、採決を行います。議案第３６号について原案の

とおり決定することに賛成の農業委員の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員と認めます。全員賛成ですので、議案第３６号について原案のとおり

決定いたしました。続きまして、議案第３７号 農地法第５条の規定による転

用許可申請について上程します。事務局より議案説明をお願いいたします。 

 

それでは、議案について説明します。 

議案第３７号 農地法第５条の規定による転用許可申請 

所有権の移転    ２件  ２筆 

賃借権の設定    １件  １筆 

使用貸借権の設定  ２件 ３３筆 

番号４８ 

受人は、現在市外の借家に家族５人で暮らしています。現在の住宅では手狭と

なったため、自己用住宅の建築を計画し、土地を探したところ、本申請地を譲

り受ける話がまとまり申請するものです。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を担当の農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号４８について調査してまいりました。申請地は農用地区域内にある農地以

外の農地であって、甲種農地、第１種農地、第２種農地及び第３種農地のいず

れの要件にも該当しない農地であり、農業公共投資の対象となっていない小集

団の生産性の低い農地であるため、農地区分は第２種農地（その他の農地）に

該当すると判断します。申請地に代えて周辺の他の土地を供することにより本

案件の事業目的を達成できるとは認められません。自己用住宅を建築するとい

うことで、周りの農地への影響もなく、転用目的・資力とも問題ないと判断し

ます。 

 

ありがとうございました。次に担当の推進委員の方から意見をお願いいたしま
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【塚越秀夫

推進委員】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【酒巻貞夫

農業委員】 

 

【事務局】 

 

 

 

【議長】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【島田  豊

農業委員】 

 

 

 

す。 

 

番号４８について調査してまいりました。申請地には自己用住宅を建築すると

いうことですが、隣接との境界にはブロック及び素掘りを設置します。雨水は

宅内浸透処理とし、生活排水については一般下水道に放流します。このため、

転用後も当該地域内の農地等の利用の最適化の推進や周辺農地の営農条件に支

障の生じるおそれがなく、問題ないと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

事務局は、農地転用許可後に申請人が申請地に家を建てた後、実際に住んでい

るのか確認をしていますか。 

 

農地転用の許可基準には事業実施の確実性という項目があり、その裏付け資料

として土地改良区意見書や融資証明等が添付されています。また、事業実施後

には事業完了報告書の提出を求めています。 

 

ありがとうございます。次に番号４９について内容説明を事務局にお願いいた

します。 

 

番号４９ 

受人は、現在市内の住宅に家族３人で暮らしております。国土交通省が施行す

る一般国道１７号（上尾道路Ⅱ期）改築工事に伴い、現在の住宅敷地が収用さ

れることになり、代替地として移転先を探していたところ、本申請地を譲り受

ける話がまとまり申請するものです。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を担当の農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号４９について調査してまいりました。申請地はおおむね１０ヘクタール以

上の規模の一団の農地の区域内にある農地であるため、農地区分は第１種農地

（原則不許可農地）に該当すると判断します。しかし、「住宅その他申請に係る

土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集

落に接続して設置されるもの」という、第１種農地の不許可の例外に該当する
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【議長】 

 

 

【金子善行

推進委員】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【薊   勇

農業委員】 

 

ことから、例外的に許可することができると判断します。自己用住宅を建築す

るということで、周りの農地への影響もなく、転用目的・資力とも問題ありま

せん。 

 

ありがとうございました。次に担当の推進委員の方から意見をお願いいたしま

す。 

 

番号４９について調査してまいりました。申請地には自己用住宅を建築すると

いうことですが、隣接との境界にはブロック、素掘り及び生垣を設置します。

雨水は宅内浸透処理とし、生活排水については道路側溝に放流します。このた

め、転用後も当該地域内の農地等の利用の最適化の推進や周辺農地の営農条件

に支障の生じるおそれがなく、問題ないと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、次に番号５０について内容説明を事務局にお願いい

たします。 

 

番号５０ 

受人は、C0₂削減という社会的要請と事業の拡大を図るため、太陽光等の自然エ

ネルギーによる発電事業として、今回、太陽光発電設備の設置を計画し、土地

を探したところ、本申請地を借り受ける話がまとまり申請するものです。太陽

光パネルを１８７枚設置し、発電の規模は６９．１ｋＷの設備を計画しており

ます。なお、経済産業省の設備認定並びに東京電力への接続申込につきまして

は、今回の許可申請に先立ち手続きは済んでおります。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を担当の農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号５０について調査してまいりました。申請地は、駅・市町村役場等を中心

とする半径１キロメートル以内の円で囲まれる区域の面積に占める当該区域内

にある宅地の面積の割合が４０％を超える区域内の農地であるため、農地区分
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【議長】 

 

 

【中根新一

推進委員】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

【議長】 

 

  

【薊   勇

農業委員】 

 

 

 

 

は第２種農地に該当すると判断します。申請地に代えて周辺の他の土地を供す

ることにより本案件の事業目的を達成できるとは認められません。太陽光発電

を設置するということで、周りの農地への影響もなく、転用目的・資力とも問

題ありません。 

 

ありがとうございました。次に担当の推進委員の方から意見をお願いいたしま

す。 

 

番号５０について調査してまいりました。申請地には太陽光発電を設置すると

いうことですが、隣接農地との境界には溝及びフェンスを設置します。また、

申請地は定期的に除草作業を行います。このため、転用後も当該地域内の農地

等の利用の最適化の推進や周辺農地の営農条件に支障の生じるおそれがなく、

問題ないと思います。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 

 

質問がございませんので、次に番号５１について内容説明を事務局にお願いい

たします。 

 

番号５１ 

受人は、水路改修工事の施工にあたり、本申請地を工事用地として借り受け、

一時転用として申請するものです。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を担当の農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号５１について調査してまいりました。申請地は、おおむね１０ヘクタール

以上の規模の一団の農地の区域内にある農地であるため、農地区分は農用地区

域内農地に該当すると判断します。しかし、「仮設工作物の設置その他の一時的

な利用に供するために行うものであって、当該農地を供することが必要である

と認められるもの」という、不許可の例外に該当することから、例外的に許可

できると判断します。工事期間は３ヵ月間とのことですので周辺に与える影響
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【議長】 

 

 

【岩崎新一

推進委員】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【酒巻貞夫 

農業委員】 

 

【事務局】 

 

 

【薊  勇 

農業委員】 

 

【渡邉秋夫 

 農業委員】 

 

【薊   勇

農業委員】 

 

【事務局】 

 

【議長】 

 

 

もなく、また、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されること

が確実と認められるため、問題はないと思います。 

 

ありがとうございました。次に担当の推進委員の方から意見をお願いいたしま

す。 

 

番号５１について調査してまいりました。申請地は、工事用地として一時転用

を行うということですが、シート及び鉄板を敷いて資材等の搬出入や水路改修

工事を行います。このため、一時転用後も当該地域内の農地等の利用の最適化

の推進や周辺農地の営農条件に支障の生じるおそれがなく、問題ないと思いま

す。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の

ある方は挙手願います。 

 

交付金を利用するとのことだが、どのような団体か。また、使用貸借権が設定

できる根拠は。 

 

多面的機能支払交付金実施要領に基づき組織された団体で市長が認定しており

ます。 

 

地元から役員がでており、地域資源の保全管理と環境保全を図ることを目的と

する協定書が締結されています。 

 

道路が狭いのであれば、一時転用ではなく市で買収して道路自体を広げた方が

農業環境の改善に繋がるのではないか。 

 

事務局からも団体の代表に助言してもえないか。 

 

 

事務局から団体の代表に話しておきます。 

 

ありがとうございます。次に番号５２について内容説明を事務局にお願いいた

します。 
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【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

  

【金子一男

農業委員】 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【栗原弘喜 

 推進委員】 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

【一同】 

 

番号５２ 

本申請は農地改良による一時転用の申請です。低地で水はけが悪く耕作しにく

い状態のため、申請地所有者が農地改良を依頼し、耕作の効率向上を図るため

の申請です。受人は良質土で埋め立てを行い、工事期間は９ヵ月となっており

ます。また、農地改良にともない「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関す

る条例」に基づき手続きが必要となる土砂のたい積許可申請については、埼玉

県中央環境管理事務所へ申請済みです。 

 

事務局による議案説明が終わりました。これより、現地調査の結果及び補足説

明を担当の農業委員の方からお願いいたします。 

 

番号５２について調査してまいりました。申請地はおおむね１０ヘクタール以

上の規模の一団の農地の区域内にある農地であるため、農地区分は農用地区域

及び第１種農地（原則不許可農地）に該当すると判断します。しかしながら、

本申請は農地改良をするための一時転用で耕作可能な良質土で埋め立てし、周

辺農地に被害を及ぼさないようにする旨の誓約書も添付されており問題ないと

判断します。工事期間は９ヵ月間とのことですので周辺に与える影響もなく、

また、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と

認められるため、問題はないと思います。 

 

ありがとうございました。次に担当の推進委員の方から意見をお願いいたしま

す。 

 

番号５２について調査してまいりました。本申請は、良質土で埋め立てて農地

改良を行うということですが、農地改良完了後は、農地所有者宅で耕作する２

筆を除いて、農地所有適格法人が農地を借り受け、野菜及び麦を作付けする計

画となっております。このため、転用後も当該地域内の農地等の利用の最適化

の推進や周辺農地の営農条件に支障の生じるおそれがなく、問題ないと思いま

す。 

 

ありがとうございました。ただいまから質疑に入らせていただきます。発言の 

ある方は挙手願います。 

 

（質問なし） 
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【議長】 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

【一同】 

 

【議長】 

 

【事務局】 

 

 

 

質問がございませんので、採決を行います。議案第３７号について原案のとお

り決定することに賛成の農業委員の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員と認めます。全員賛成ですので、原案のとおり決定いたしました。議

案第３７号については原案のとおり許可相当ということで県知事に意見を送付

いたします。 

 

続いて、会長専決規程第３条による専決事項を報告いたします。 

令和２年９月１１日～令和２年１０月１２日受付分 

農地法第４条第１項第８号の規定による転用届出 

             ２件   ２筆       ４７６㎡ 

農地法第５条第１項第７号の規定による転用届出 

所有権の移転     １６件 ２７筆  ６，６７９．６９㎡ 

使用貸借権の設定   ３件  ４筆     １，０２６㎡ 

合計届出件数    ２１件 ３３筆  ８，１８１．６９㎡ 

 

 

続いて、その他の件について、農業委員又は事務局よりご報告お願いいたしま

す。 

まず、農業委員の方から何かありますか。 

 

（特になし） 

 

次に、推進委員の方から何かありますか。 

 

（特になし） 

 

最後に事務局から何かありますか。 

 

・議事録の公開について（定例会冒頭に説明） 

・「農業経営及び農地利用状況調査票」の配布・回収について 

・農業委員と農地利用最適化推進委員の候補者の募集について 

・農地パトロールの実施に係るお礼 
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【代理】 

 

 

 

 

・遊休農地に係る各委員活動記録簿の作成と提出のお願い（11/25提出） 

・「遊休農地解消リスト」の作成と解消のお願い 

・農地利用最適化活動活性化研修会受講アンケートのお願い 

・収入保険の説明について 

 

 

これをもちまして、令和２年第１１回定例会を閉会いたします。 

なお、次回の定例会は令和２年１１月２５日（水）午後２時より場所は川里農

業研修センターにて開催予定です。 

 

 

 

閉会  午後３時５７分 

 

 

 


